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地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

内
閣
府
関
係
（
第
一
章
関
係
）

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

１

指
定
都
市
の
区
域
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
に
係
る
事
務
・
権
限
を

、
指
定
都
市
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
区
域
に
所
在
す
る
認
定
こ
ど
も
園
の
変
更
の
届
出
に
係
る
事
務
・
権
限
を
、
指
定
都
市
の

長
又
は
中
核
市
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

１

指
定
都
市
の
区
域
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
指
定
都
市
の
条

例
で
定
め
る
要
件
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

三

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
）
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特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
に
、
生
活
保
護
関
係
情
報
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

総
務
省
関
係
（
第
二
章
関
係
）

一

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
）

１

給
与
そ
の
他
の
給
付
に
関
す
る
処
分
等
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
が
さ
れ
た
場
合
の
議
会
へ
の
諮
問
に
つ
い
て
は
、
当

該
審
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
審
査
請
求
を
却
下
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
三

厚
生
労
働
省
関
係
（
第
三
章
関
係
）

一

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
）

１

全
て
の
事
業
所
が
一
の
中
核
市
の
区
域
に
所
在
す
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
係
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備

に
関
す
る
事
項
の
届
出
に
係
る
事
務
・
権
限
を
、
中
核
市
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



－ 3 －

二

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
（
第
六
条
関
係
）

１

全
て
の
事
業
所
が
一
の
中
核
市
の
区
域
に
所
在
す
る
指
定
事
業
者
等
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
に
係
る
業
務

管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
の
届
出
に
係
る
事
務
・
権
限
を
、
中
核
市
の
長
が
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

農
林
水
産
省
関
係
（
第
四
章
関
係
）

一

農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
（
第
七
条
関
係
）

１

農
業
共
済
組
合
又
は
農
業
共
済
事
業
を
行
う
市
町
村
は
、
家
畜
共
済
の
一
の
共
済
目
的
の
種
類
に
つ
き
、
当
該
種
類

を
共
済
目
的
の
種
類
と
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
相
当
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
種
類
を
共
済
目
的

の
種
類
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
の
区
域
を
そ
の
区
域
と
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
都
道
府
県
農

業
共
済
保
険
審
査
会
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

二

森
林
法
の
一
部
改
正
（
第
八
条
関
係
）
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都
道
府
県
知
事
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
へ
の
協
議
に
つ
い
て
、
当
該
計
画
の
内
容
の
う
ち
委
託

を
受
け
て
行
う
森
林
の
施
業
又
は
経
営
の
実
施
、
森
林
施
業
の
共
同
化
そ
の
他
森
林
施
業
の
合
理
化
に
関
す
る
事
項
に
係

る
協
議
に
つ
い
て
は
届
出
と
す
る
こ
と
。

第
五

国
土
交
通
省
関
係
（
第
五
章
関
係
）

一

公
営
住
宅
法
の
一
部
改
正
（
第
九
条
関
係
）

１

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
「
公
営
住
宅
建
替
事
業
」
に
、
現
に
存
す
る
公
営
住
宅
又
は
公
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
を
除

却
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
存
し
て
い
た
土
地
に
近
接
す
る
土
地
に
、
新
た
に
当
該
除
却
す
る
公
営
住
宅
又
は
公
営

住
宅
及
び
共
同
施
設
に
代
わ
る
べ
き
公
営
住
宅
又
は
公
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
を
建
設
す
る
事
業
（
複
数
の
公
営
住
宅

の
機
能
を
集
約
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

事
業
主
体
は
、
公
営
住
宅
の
入
居
者
が
認
知
症
で
あ
る
者
、
知
的
障
害
者
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
居
者
が
収
入
の
申
告
を
す
る
こ
と
及
び
収
入
状
況
の
報
告
の
請
求
に
応
じ
る
こ
と
が
困

難
な
事
情
に
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
入
居
者
か
ら
の
収
入
の
申
告
が
な
く
、
収
入
状
況
の
報
告
の
請
求
に
応
じ

な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
入
居
者
の
毎
月
の
家
賃
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
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の
と
す
る
こ
と
。

３

事
業
主
体
は
、
区
域
内
の
住
宅
事
情
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
低
額
所
得
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で
、
公
営
住
宅
の
明
渡
し
の
請
求
に
係
る
収
入
の

基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

二

国
土
利
用
計
画
法
の
一
部
改
正
（
第
十
条
関
係
）

１

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
協
議
に
つ
い
て
、
意
見
聴
取
と
す
る
こ
と
。

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
六

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日

か
ら
施
行

２

森
林
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
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３

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
等

平
成
三
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
施
行

二

所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。

三

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


